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　おわりに

は じ め に

習近平執権後の中国政治の「異変」に注目が

集まっている。具体的には，政権基盤が非常に

早い段階で確立したこと，複数の機構が新設さ

れ，その指導権が習に集中していること，さら

に，反腐敗キャンペーンにみられる，従来の慣

行によらない果敢な政策展開など，前政権との

相違が目立っているためである。多くの観察者

は，こうした中国政治の「異変」を，習近平へ

の急速な権力集中の結果とみなし，「皇帝の誕

生」や「毛沢東の再臨」などの言葉で形容して

いる（注１）。それらの言説によれば，現に我々が

目にしているのは，中国政治の個人独裁への回

帰に他ならない。本当だろうか。

習近平時代の中国政治をどうみるかという問

題は，実は，中国共産党における集団指導体制

の現状をどう評価するかという問題と密接に関

連している。なぜならば，習近平を皇帝や毛沢

東に喩える最近の言説が妥当だとすれば，それ

は，ここ 30 数年の間，中国共産党が一貫して
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《要　約》

本稿の目的は，改革開放以降の中国共産党における集団指導体制（集団領導制）の制度的展開を，

権威主義体制と制度変化に関する近年の理論的知見を用いて分析し，その現状についてより的確な理

解と評価を与えることを目的とする。本稿はさらに，中国の集団領導制の考察を通じて，権威主義体

制において集団支配を成り立たせる制度的条件に関する従来の議論に新たな知見を提示することを，

もうひとつの目的とする。中国の集団領導制は，過去 40 年間，個人独裁の防止に向けた政治的意志と

持続的な幹部制度改革の成果等に支えられ，制度化のレベルを確実に上げてきており，総体としてみ

れば現在も安定的に機能している。こうした中国の経験は，非民主主義国家における政治秩序のあり

方，および制度の役割を考える上で示唆を与えるものである。
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中国の「集団領導制」の制度分析

標榜してきた集団指導体制に何らかの問題が生

じ，現に機能不全に陥っていることを意味する

からである。では，そもそも中国共産党の集団

指導体制は，当初どのような意図や構造を有し

て形成され，それは時間の経過とともにどのよ

うに変化し，現在どのような状態にあるのだろ

うか。

本稿の第 1 の課題は，制度論の理論的知見に

もとづき，中国共産党における集団指導体制の

形成と変容のプロセスを再検討し，習近平体制，

ひいては中国のエリート政治の現状を的確に理

解，評価することである。先に結論を述べれば，

現在の習近平体制は，集団指導体制―正確に

は「集団領導制」―の破綻ではなく，その定

着と進化を示しており，その背後には，改革開

放以降の中国政治，とくにそのエリート政治の

制度化の影響が色濃く反映されている，という

ことである。

さらに本稿は，中国の集団指導体制の検討を

通して，そもそも権威主義体制（authoritarian 

regimes）において集団支配を成り立たせる制

度的条件とは何かについて改めて考えることを，

もうひとつの課題とする。現代中国政治の分析

が非民主主義諸国の政治制度の理解を深める上

でいかに貢献できるか，そのひとつの道筋を示

すことがここでの狙いである。

以下，第Ⅰ節では，本稿の分析視座を提示し，

第Ⅱ節で展開する中国の集団指導体制の制度分

析の具体的な焦点を抽出する。そして第Ⅲ節で

は，こうした中国の歴史的経験がもつ理論的含

意について議論し，結論に進む。

Ⅰ　分析の視座

1 ．理論と命題―権威主義体制と集団支

配―

習近平政権への最近の関心の高まりは，習近

平個人の独特な出自や性格，または政治スタイ

ルにのみ由来するものではない。その背後には，

中国政治に内在する「個人独裁」への志向，つ

まり権力の個人化に対する根強い懸念が存在し

ている。現代中国政治に限っていえば，その典

型はもちろん毛沢東時代にある。だが，のちに

述べるように，同様の傾向は鄧小平時代にも観

察することができ，そうした政治の「変質」を

防ぐための様々な方策が自覚的に施されてきた

というのが正確な理解であろう。

もっとも，こうした個人独裁への傾向は，何

も中国政治に特殊な現象ではない。権力の個人

化は，中国のような一党支配体制はもちろん，

チリのピノチェト政権のような軍事政権におい

ても頻繁に起こってきた。そこで，最近の比較

政治学の知見では，こうした個人独裁は，従来

考えられてきたように権威主義体制のひとつの

サブタイプでなく（注２），程度の差こそあれ，権

威主義政治に共通して存在するダイナミズムと

捉える傾向が強まっている（注３）。

では，なぜ，権威主義体制は個人独裁に転じ

やすいのか。旧ソ連共産党政権の崩壊を新制度

論の視座から分析した P・ローダーは，権威主

義政治における「集団支配」（collective rule）

の脆弱性を，関連制度における 2 つの曖昧さに

見出している。それはひとつに，中央政治局や

軍事評議会のような集団指導部と，内閣や議会

のような他の意思決定機構の関係の曖昧さであ
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る。言い換えれば，体制内における意思決定権

力の所在をめぐる曖昧さである。もうひとつは，

集団指導部の議長とその他のメンバー間の関係

の曖昧さである。つまり，集団指導部内におけ

る意思決定権限の所在またはあり方をめぐる曖

昧さである。

ローダーによれば，このような制度的曖昧性

により，権威主義政治には，個人支配と集団支

配が交互して登場する一種のサイクルが現れる。

つまり，権力継承やクーデターの後に，新たな

指導者は，政権の正統性を確保し，対抗勢力の

形成を防ぐため，集団支配に依存する傾向があ

る。しかし，上記の制度的曖昧さに乗じ，その

指導者は，意思決定のプロセスから他のメン

バーを排除したり，または自分の息のかかった

別の機構に意思決定を委ねたりして権力の個人

化をはかり，結果として集団支配が形骸化して

個 人 独 裁 に 転 じ る こ と が 起 こ る の で あ る 

［Roeder 1993, 30-31］。

類似した観点から，集団支配の崩壊を権威主

義政治に内在するコミットメント問題の帰結と

して捉えるのが M・スヴォリックである。彼

によれば，独裁者は集団支配へのコミットメン

トを信頼に足る形で他の成員に伝えることがで

きない。それゆえ，仮にルール違反の直接の意

図がないとしても，独裁者の変心に対する疑心

暗鬼がエリート政治を不安定化させ，集団支配

の安定した運用を困難にする，という論理であ

る。つまり問題の根源は，独裁者に対する不安

を軽減し，コミットメント問題を緩和しうるエ

リート内の相互作用のルールまたは監視メカニ

ズムの不備にあり，ローダーと基本的に同様の

問題認識を示している ［Svolik 2012, Ch.4］。

すると，もしそうした制度的曖昧さや不備を

解消ないし是正することができれば，個人独裁

への移行を抑えることができることになる。す

なわち，例えば集団指導部とその他の意思決定

機関との関係，ならびに，集団指導部の議長と

その他のメンバーとの関係を規定するルールが

設定され，かつ広く認知されていれば，それだ

け集団支配の基盤は硬くなり，個人独裁への回

帰は難しくなるのである。

ただし，注意しなければならないのは，ルー

ルの設定と共有のみでは，集団支配の「継続」

を保証できないことである。当たり前のことだ

が，ルールは守られてこそ有効なものであり，

それにはルールの「実効化」装置，すなわち

ルールを遵守させるインセンティブ・メカニズ

ムの存在が必要である。この点，ローダーやス

ヴォリックは必ずしも明示的に論じていないが，

ルールを明確化することとそれを守らせること

は，関連してはいるものの，完全に一致する営

みではない（注４）。

では，ルールの遵守を動機づける誘引（構造）

はいかに生成されるだろうか。市場においては，

自発的な交渉（bargaining）（と再交渉）を通じ，

諸アクターの利益を実現する協力のメカニズム

を作り出すことができる。だが，T・モーが指

摘するように，政治の領域では，交渉にかかる

取引費用が市場のそれより格段に高く，交渉相

手の特定さえ容易でない場合が多い［Moe 2006, 

39］。政治の世界で通用するのはむしろ強制

（coercion）であり，制裁のメカニズムである 

［Magaloni and Kricheli 2010, 136］。しかし，こ

と集団支配については，強制の対象は独裁者で

あり，独立した第三者による制裁の実施は考え

にくい。そこで，選択肢としてあり得るのは，

エリート内部の牽制，すなわち支配連合による
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集 団 制 裁 の 可 能 性 で あ る ［Lazarev 2005; 

Magaloni 2008］。スヴォリックが，集団支配存

続の条件として，独裁者に対するモニターリン

グとともに，エリート同士の定期的かつ実質的

な相互作用を保証する（制裁のための集団行動

のコストを引き下げる）制度の備えを強調した

のはこうした理由による ［Svolik 2012, 72-75］。

以上をまとめれば，集団支配の持続は，制度

の曖昧さの低減とともに，それを遵守する誘引

の創出によってはじめて可能になる。そこで，

集団支配の制度基盤に関する下記のような命題

が導き出される。

命題：体制内における集団指導部の権威，

およびその内部における権力分有を規定す

るルールが明確に成立しており，かつ，

ルールの遵守を動機づける誘引（構造）が

作用していれば，集団支配は持続する。

もちろん，これは安定して機能する集団支配

体制のひとつの理念型であり，また特定の時点

でのいわば断面図に過ぎない。しかし現実には，

曖昧さの解消であれ，誘引の生成であれ，これ

らの条件が整うためには，エリート（たち）の

政治的意志とともに，一定の「時間」が必要と

なる。こうして，制度分析の視座に時間―よ

り正確には時間性（temporality）―の側面を

取り込むということは，制度の形成と持続に作

用した異なるメカニズムの存在を想定しなけれ

ばならないことを意味する。そして，近年の歴

史的制度論の知見はそのための有効なツールを

提供してくれる ［Pierson 2004］。

本稿の分析対象に関連付けていえば，まず制

度 の 起 源 に 関 す る 決 定 的 分 岐 点（critical 

juncture）の視点は，集団支配の制度形成にお

けるタイミングや文脈要因の重要性を，制度の

持続における経路依存の考え方は，集団支配の

制度展開に作用した正のフィードバックの可能

性を，そして内生的制度変化のメカニズムは，

集団支配の安定とともに，その変質や崩壊の可

能 性 を， そ れ ぞ れ 示 唆 し て い る の で あ る 
［Capoccia and Kelemen 2007; Page 2006; Mahoney 

and Thelen 2010］。

したがって，改めていえば，本稿の理論的課

題は，改革開放期における中国のエリート政治

の歴史的展開を主たる材料として，集団支配の

制度化に関する上記の命題を検証し，時間性を

考慮に入れたそのさらなる精緻化を試みること

である。そこで次項では，集団支配の制度基盤

に関する理論的考察に依拠し，現代中国政治に

おいて集団支配を体現する具体的な制度内容を

確認し，歴史的展開の分析に進みたい。

2 ．制度の特定と解体―「集団領導制」と

4つの構成要素―

現代中国において集団支配に相応する政治制

度を特定することは難しくない。というのも，

ソ連共産党の経験に習い，中華人民共和国成立

後の中国共産党において，集団支配はひとつの

組織原理として，実質はともあれ，その遵守が

一貫して求められてきたからである。そうした，

中国における集団支配を体現する制度が「集団

領導制」（注５）である。

上記の理論的視点に準じていえば，中国の集

団領導制を支えている制度要素として次の 3 つ

のルールを特定することができる。第 1 に，集

団指導を体現する中核的機構としての政治局常

務委員会に関するルールである（常務委員会制
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度）。第 2 に，集団指導部，すなわち常務委員

会における集団意思決定のルールである（集団

的意思決定制度，以下集団決定制度）。そして第 3

に，常務委員会における成員間の職務分担を規

定するルールである（個人分業責任制度）。あえ

ていえば，常務委員会制度は体制内における集

団指導部の所在を，集団決定制度と個人分業責

任制度は成員間の関係をそれぞれ規定している

ルールと区分することができる。

このように，集団領導制は，単一の原則とい

うより，関連した複数のルールの「束」（bundle）

として捉えるのが妥当である。すると，重要に

なるのは各制度要素間の関係であり，実際，各

要素は他の要素との緊密な相互作用のもとで機

能する。それは例えば，最高意思決定機構とし

ての常務委員会の権威が，各構成員が分担して

担当する各組織機構の権限（個人分業責任制度）

と，成員たちの集団的決定のプロセス（集団決

定制度）により強化されるといった具合である。

従来の研究は明示的でないものの，こうした

「制度的補完性」を理解することは，集団領導

制の制度的発展を説明し，その現状を評価する

上で決定的に重要である（注６）。

ところが，中国の場合，これらの制度要素に

加え，もうひとつの要素が集団領導制を支えて

いる。任期と年齢制限に関する一連のルールを

中核とする，集団的権力継承制度（以下，集団

継承制度）がそれである。改革開放期の中国に

おいて発展してきた集団領導制の最大の特色は

ここにあり，それが他の要素と補完し合いつつ，

全体として集団領導制の働きを形作っている。

詳細は後述するが，前項の議論に関連付けてい

えば，集団継承制度は，時間の経過とともに，

集団領導制の実効化メカニズムとしての機能を

果たすようになったということができる。

改めて整理すれば，中国の集団領導制は次の

4 つの制度的要素から成り立っている。

　・ 政治局常務委員会制度

　・ 集団的意思決定制度

　・ 個人分業責任制度

　・ 集団的権力継承制度

こうして集団領導制を分解し，その構成要素

を具体化することによって，中国における集団

指導体制の現状に，より厳密かつ妥当な評価を

与えることができると考えられる。次節では，

改革開放から現在にいたるまで，それぞれの制

度がいかに成立し，かつ変化してきたかを，い

くつかの時期に分けて考察してみる。繰り返し

になるが，その際に重要なのは，これらの制度

がどのような相互関係をもちつつ変化してきた

かということである。

Ⅱ　集団領導制の制度展開

本節では，現代中国における集団領導制の歴

史的展開を叙述する。前節で述べたように，焦

点となるのは，集団領導制を構成する 4 つの

ルールがどのように形成され，またどのように

持続，定着し，さらには結果としてどのように

「束」としての自己持続メカニズムを有するよ

うになったかという点である。当然のことなが

ら，これらのプロセスは単線的な軌跡をたどり

つつ進んできたわけではない。だが同時に，そ

れが全く無軌道な発展を遂げてきたわけでもな

い。ここでは，歴史的制度論の知見を援用しつ

つ，制度発展に作用した要因を明らかにしなが
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ら，そのプロセスをなるべく体系的に論じてみ

たい。

1 ．制度の形成（1980～85 年）―決定的

分岐―

制度形成の起点から話を始めよう。現代中国

政治が画期的性質を有する数々の出来事に満ち

ていることは指摘するまでもないが，中でもそ

の画期性に注目する広範な言説が存在するのは

1978 年 12 月の第 11 期 3 中全会である。そう

した言説の流布と定着に潜められた政治的意図

を看過できないものの（注７），本稿で取り上げる

集団領導制に関しては，やはり 1970 年代末期

をひとつの転換点とする中国政治の新展開に注

目せざるをえない。具体的には，毛沢東の死去

により構造的制約が弛緩する中，鄧小平を中心

とする改革の連合勢力が政権の主導権を掌握し，

まずは文化大革命の残滓を処理しつつ，崩壊ま

たは形骸化した組織と制度の再建を図っていた

1980 年代初期から半ばまでの時期を，集団領

導制の制度的発展の決定的分岐点と位置付ける

ことができる（注８）。

その意味を，前節で抽出した集団領導制の構

成要素を軸に明確にしてみよう。まず，集団支

配の中核機構としての常務委員会の再建を指摘

できる。文革期の機能停止を経て常務委員会が

再建されたのは 1977 年の第 11 期党大会の後で

ある。当大会の前に 1 人に減らされていた成員

が 5 人（軍委主席と国務院総理は兼職）に増え，

また成員らの職務分担の内容でも，核心的権力

機構としての体裁が回復された（表 1）。なお，

1980 年の第 11 期 5 中全会では，「党の政治生

活に関する若干の原則について」の通達により，

各級党委員会における集団意思決定の原則が再

確認された（注９）。　

他方，集団継承制度に関連しては，この時期

に行われた政策措置で以降の制度展開に大きく

影響したのが，幹部制度の変革である。中でも

特記すべきは，幹部終身制の廃止と退職制度の

導入であり，合わせて 1982 年の憲法に国家部

門の幹部に対する任期制限が明記されたのは周

知の通りである ［Manion 1993, Ch.1; Baum 1997, 

23-26］。古参幹部への新たな政策と連動し，幹

部の若年化と専門化をおもな狙いとする新方針
（「四化」政策：革命化，若年化，知識化，専門化）

が打ち出され，幹部予備軍の体系的な養成が始

まったのも見逃せない ［Tsai and Kou 2015, 4-5］。

では，こうした制度形成のプロセスは，どれ

ほど「偶然」であり，また，どれほどの「分岐

性」を有していただろうか。鄧小平による一連

のイニシアティブは，政治改革の基本文件とし

て今なお頻繁に参照される「党と国家領導制度

の改革」（1980 年 8 月）に確認される通り，個

人への過度な権力集中を防ぐことを重要な目的

としていた ［鄧 1993, 328-329］。背後で共有され

ていたのは，文化大革命の発動をもたらした

「個人専断」への反省であり，この意味で，文

化大革命否定の公式化作業とともに集団支配を

唱える政策方針が発出されたことは偶然ではな

い（注10）。重要なのは，こうした文化大革命否定

へのコミットメントが，この時期の政策方針に，

文化大革命とそれがもたらした混乱との決別と

いう規範的正当性を賦与したことであり，ここ

に分岐性のひとつの源泉を見出すことができよ

う。

とはいえ，この時点でそれぞれの制度がただ

ちに集団領導制の確立に向けた正の働きを始め，

その意味で経路依存性を発生させていたわけで
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表 1　歴代中央政治局常務委員会における職務分業（1977～2012 年）

人
数

中
顧
委
主
任

軍
委
主
席

軍
委
副
主
席

総
書
記

国
家
主
席

国
家
副
主
席

国
務
院
総
理

国
務
院
副
総
理

人
大
委
員
長

政
協
主
席

組
織
工
作

宣
伝
工
作

紀
律
検
査
工
作

政
法
工
作

1977 年 11 期 1 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1978 年 11 期 3 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1980 年 11 期 5 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1981 年 11 期 6 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982 年 12 期 1 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1985 年 12 期 4 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1987 年政治局拡大会議 5 ○ ○ ○ ○
1987 年 13 期 1 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1989 年 13 期 4 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1992 年 14 期 1 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1997 年 15 期 1 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2002 年 16 期 1 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2004 年 16 期 4 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2007 年 17 期 1 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2012 年 18 期 1 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（出所）胡［2013］を参考に筆者作成。

はない。何より，回復された制度の内容，また

は制度間の関係が依然として曖昧なままであり，

制度的補完性が発揮され曖昧さが軽減されるに

は，時間とさらなる政治的意志が必要であった。

そうした曖昧さがもっとも顕著に現れ，集団領

導制の存続そのものを脅かす結果をもたらした

のが，集団指導部の所在，すなわち常務委員会

の地位と権限をめぐる曖昧さであった ［Miller 

2008, 72-73］。

2 ．制度発展の蹉跌（1986～92 年）―個

人独裁への揺り戻し―

次に，1980 年代半ばから 1990 年代初頭まで

の時期である。この時期は，集団領導制を構成

するルールの強化や定着はみられず，全体とし

てはむしろ個人独裁への回帰を示唆するような

動きが表れた時期である。いうなれば，ロー

ダーとスヴォリックが指摘した，権威主義体制

の制度的脆弱性が前面に露呈された時期として

特徴づけられよう。

そうした脆弱性の主たる根源となったのが，

最終意思決定権の所在，とくには復活した中央

書記処と常務委員会の関係の曖昧さであった。

1982 年の党規約は，政治局とその常務委員会

に加え，書記処を中央委員会の選出機構と定め，

胡鞍鋼の表現を借りれば，「権力の二元構造」

を創り出している［胡 2013, 39］（注11）。こうした

制度配置の表向きの名分は，ひとつは党委員会

ひいては党書記への権力集中の防止，もうひと

つは近代化事業の指揮を取る「第一線」指導部
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の設置であった ［鄧 1993, 329］。もっとも，書

記処設置の真の背景と推定されるのは，改革の

範囲とペースをめぐる指導部内の確執であり，

その中で自らの選好に沿った近代化路線の確立

を狙った鄧小平の思惑である ［Harding 1987, 

271-274; Vogel 2011, 368-372］。

1986 年，総書記として書記処を率いていた

胡耀邦の失脚は，こうした鄧小平の試みが一旦

は失敗したことを示す出来事であった。しかし

他方で，それは集団支配の不安定をもたらすよ

り根源的問題を露わにした出来事でもあった。

権力継承の問題がそれである。つまり，制度化

された権力継承メカニズムの欠如は，集団支配

の文脈でいえば，独裁者のコミットメント問題

を一層深刻にする要因となる。独裁者による後

継者の指名や抜擢が集団支配を弱めようとする

シグナルと受け止められやすいからである。こ

の意味で，次第に先鋭化していく胡耀邦と元老

たちの衝突は，政策選好の相違を超えた制度的

根源をもっており，それを考えれば，常務委員

会の中心性が相対化され，やがて開催されなく

なるのはむしろ自然な成り行きだったかもしれ

ない ［寇 2013, 172-175］（注12）。

こうして常務委員会の地位に揺らぎが生じる

と，内部の分業制度も形骸化していった。表 1

に示されるように，1987 年の第 13 期 1 中全会

において選出された 5 人の常務委員の担当機構

は，総書記，国務院，中央規律検査委員会，中

央政法委員会のみになり，中央軍事委員会と中

央顧問委員会は常務委員の担当機構でなくなっ

ている。両委員会の主席を常務委員から選出す

るという 1982 年の党規約の条項（第 11，12 条）

は，1987 年の修正規約では姿を消していた ［夏 

2016, 262; 中共中央組織部研究室 1993］。

さらに，こうした常務委員会の弱体化は，公

式には諮問機関に過ぎない顧問委員会（1982 年

設置）による院政を表面化させた。いわゆる

「八大元老」の全盛期はこの時期であり，合わ

せて権力の個人化の傾向が濃厚になっていった。

具体的には，1987 年の政治局拡大会議におけ

る非公式合意，そして 1989 年の趙紫陽の発言

に示された鄧小平個人への権力集中は，集団領

導制の発展に生じた蹉跌を物語っていた ［毛里 

1993, 84-87; Baum 1997, 342-343］。

もっとも，この時期のエリート政治の変質に，

天安門事件で頂点に達した国家と社会の対立が

影響していたことは明らかである。体制の存続

を脅かす「非常事態」の発生は，既存の制度を

停止させ，権力の集中を正当化する強力な名分

を提供するからである。しかし上述したように，

この時期に生じた集団支配の停滞は，もとより

集団指導部の所在をめぐる制度的曖昧さに根源

をもったものであり，社会からの圧力はエリー

ト内部の対立を表面化ないし加速化した副次的

な要因である点に注意が必要である。

3 ．制度の持続と強化（1992～2002 年）

―経路依存性の生成―

集団領導制の制度展開の次の段階は，江沢民

の執政期とおおむね重なる。この時期は，端的

にいえば，崩壊に乗りかかっていた集団領導制

が回復され，さらには，その制度基盤が強化さ

れはじめた時期として評価することができる。

具体的には，集団領導制を構成する各制度の内

容と実質における曖昧さが軽減され，かつ制度

間の相互補完性により行動への影響に対する期

待がさらに強化されていったという意味で，集

団領導制の制度発展に正のフィードバック，す
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なわち経路依存性の作用が観察できる時期であ

る。

制度展開の主要な様相を概観してみよう。第

1 に取り上げるべきは，常務委員会の地位と権

限の回復，およびその強化である。まず，曖昧

となっていた書記処との関係は，1987 年の党

規約修正案に，書記処は常務委員会の指名でそ

の成員を決めること，また，その役割は政治局

とその常務委員会の事務機構とすることが明記

され，1992 年の党規約はそれを踏襲した。なお，

1992 年の党規約に，1980 年代半ば以降，実質

的な政策審議の場となっていた顧問委員会が廃

止されていたことも，常務委員会の制度的地位

を一層明確にした。

第 2 に，内部の分業体制については，1992

年の第 14 期 1 中全会で誕生した常務委員会の

職務分布が 1982 年の「原型」を取り戻してい

ることは明らかである（表 1）。同時に注目すべ

きは，総書記の職務権限の強化である。総書記

が軍事委員会主席と国家主席を兼任する「三位

一体制」がこの時はじめて成立した。加えて，

全国人民代表大会と全国政治協商会議を常務委

員会に組み込む，1982 年以前の慣行も復活し

ており，これは一方で党政分離を主とする政治

改革の後退を意味する反面，常務委員会の制度

的権威を高める効果をもたらしたといえる。

第 3 に，意思決定のルールに関しては，多数

に対する少数の服従という従来の原則の下，重

要問題の決定に「表決」を行うことが新たに明

記された（1992 年党規約）。この点は，1994 年

9 月の第 14 期 4 中全会で提出した「党建設の

強化に関するいくつかの重要問題に関する中共

中央の決定」により具体化され，一方で集団討

論と決定の対象になる「凡その重要問題」の内

容が明らかになるとともに，他方で，その実施

の大枠の手順が定まるようになった（予備検討

→調整→討議→多数決原則の表決）［中共中央組織

部研究室 1999, 140-141］（注13）。

なお当該文件は，党委員会内部の成員間の関

係，とりわけ書記の地位と役割について，「書

記と委員の関係は平等」であることを前提に，

「書記は集団領導の主要な責任をとり，民主集

中制の実施における基準」であることを記した。

こうした集団決定のルールの明確化は，上述し

た 1980 年の「党の政治生活に関する若干の原

則について」の通達以来のことであり，既定の

原則を踏襲しつつも，その行動的含意をより一

層具体化した点が評価できる。また，それ以降

の分業制度の安定は，意思決定の集団性に影響

し，2002 年の党規約は，「集団討論と決定」の

原則に，「集団領導，民主集中，個別吟味，会

議決定」という条件を新たに追加している。

最後に，権力継承のルールである。この点で

注目すべき事象は，何より，省・部レベル以下

ではすでに定着の様相を示していた党幹部の年

齢制限が常務委員会にも実施されるようになっ

たことである。こうした，権威主義体制の文脈

では極めて異例な制度展開の背景については

種々の議論が存在する。一般的には，エリート

内部の権力競合に端を発し，1997 年の党大会

に際して，「すべての高級幹部（常務委員と国務

院正副総理を含む）は満 70 歳以降の場合に次の

任期を求めない」ことを明記した内部規定が政

治局に提出されたことを制度形成の起点として

いる ［寇 2013, 188-190; 楊 2003, 40; Nathan 2003, 

8］。しかし，後述のように，定年制の導入は，

本稿の視点からすれば，制度の「形成」という

より，行動への期待の拡大という意味で制度の
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強化とみなすのがより適切である。

それでは，江沢民執政期における集団領導制

の持続と強化をいかに説明すればよいだろうか。

先行研究はあまり疑問視していないが，1980

年代後半のエリート政治の混乱を考えれば，そ

もそもこれほど迅速に集団領導制のルールが回

復されたこと自体，説明を要する問題である。

解答の鍵となるのは，1989 年，現役引退を断

行した鄧小平の意図である。様々な原因が考え

られるが，1980 年代からの連続性でみれば，

改革開放路線維持の政策選好と，その政治的要

件として指導部における世代交代の必要性の認

識があったと考えられる［王 2008, 55-56］（注14）。

すると，次の問題は，1980 年代に一旦失敗

した権力継承の試みが今回はなぜ，集団領導制

の停滞を招かぬ形で成功したのか，ということ

である。まず考えられるのは，上記したルール

の明確化と，それを支えた鄧小平のコミットメ

ントの強化である。例えば鄧小平は，1989 年，

曖昧な立場を取り続けていた常務委員会の役割

について，「ひとつの良き政治局，とくにひと

つの良き常務委員会があり，団結して仕事をし

てこそ模範となり，いかなる混乱にも耐えるこ

とができる」と述べ，常務委員会の中心性を明

確に述べている ［鄧 1993, 310-311; 楊・袁 1991］。

もちろん，そうした言明に信頼性を付与したの

は，鄧小平自らの現役引退による「権力の二元

構造」の解消であったことはいうまでもない。

加えて，こうして再び回復された集団領導制

の定着を促した構造要因として，元老たちの死

去と政治からの退場という側面が作用していた

ことが指摘できよう。また，それと連動して，

江沢民を中心とする新たな指導グループ（梯隊）

の誘引構造に生じた変化も集団領導制の定着に

重要な影響を及ぼした。すなわち，革命戦争参

加の経歴をもたない最初の指導グループによる

統治の実践は，新たな正統性原理の採用を通じ

た権力基盤の強化を動機付け，それは制度によ

る支配を強調することを通じて，集団領導制の

定着と強化にフィードバックしたということが

できる（注15）。

こうしてみると，上に述べた常務委員会への

定年制の提起とその実現は，特定の政治的状況

（例えば，江沢民と喬石の権力闘争）の産物とい

うよりは ［Huang 2008, 86-87］，1980 年代初めよ

り進んできた後継幹部養成の制度化を含む，集

団領導制の制度的進化の帰結として捉えること

が可能である。その例証は，江沢民から胡錦濤

への政権交替のプロセスそのものである。つま

りその特質なり問題は，なぜ江沢民は，2002

年に「予測通り」党総書記職を胡錦濤に譲りな

がら，軍事委員会主席には 2004 年まで居座っ

ていたのか，ということである。様々な説明が

あり得るが，それを公式の任期制限（1982 年憲

法）の反映とみるのは短絡的すぎる ［Svolik 

2012, Ch.5; Miller 2008, 127］。重要なのは，前述

した総書記の国家主席兼任という新たな制度展

開と，その背後にある常務委員会の権威強化へ

の政治的意図である。こうした歴史的経緯と結

果としての集団領導制の強化により，常務委員

会と軍事委員会とでは議長の江沢民を取り巻く

制度的条件が，ルールの内容と行動への期待の

両面において根本的に異なっていたのであ

る（注16）。

いずれにせよ，江沢民の執政期を通じて集団

領導制はそれを構成するすべての制度要素にお

いて一層具体化，明確化された。そして，こう

した制度的曖昧さの減少は行動への予測を容易
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にし，さらにその予測の実現が制度の行動的含

意をより厳密にするという，制度の自己持続メ

カニズム（self-sustainable mechanism）の作用

が観察された。こうして，集団領導制は安定期

に入りつつあったものの，それは決して集団支

配を弱体化させうる要因が消滅したことを意味

するのではない。集団領導制の安定はそれに内

在するもうひとつの問題を浮き彫りにしたから

である。

4 ．制度の確立（2002～2012 年）―安定

とその副産物―

次に検討するのは，胡錦濤が総書記に就任し

た 2002 年の第 16 期 4 中全会から 2012 年第 18

期党大会までの時期である。この時期は，前の

時期に回復された集団領導制のルールが持続的

に強化，確立されていく時期として捉えること

ができる。

各制度要素の発展の様相を概観してみよう。

まず，意思決定の中核としての常務委員会の地

位およびその内部の分業制度の持続と強化であ

る。それは一面では常務委員の職務分布に宣伝

系統と政法系統が追加されたことに示され（表

1），他面では，個人分業責任制度の「責任」の

意味がより明確になったことに現れていた。と

りわけ後者に関しては，2004 年 9 月第 16 期 4

中全会を通った「党の執政能力建設に関する中

共中央の決定」に，意思決定上の失策に対する

責任追究制度が規定されたことが注目される。

次に，意思決定制度については，ルールのさ

らなる強化が行われ，集団意思の集約という点

でいえば，胡錦濤執政期の常務委員会はひとつ

の頂点に達したと評することができる。それは，

常務委員会における総書記の地位であり，江沢

民に付着していた「核心」という用語が使われ

なくなった。関連して，2003 年末の全国組織

工作会議の場で，常務委員で組織部長の曽慶紅

は，「党委員会内において書記は『班長』であ

り，重大な問題は集団で決める」ことを明確に

したとされる ［胡 2013, 142］。なお，数年間の

党内議論を経て 2004 年 1 月に公布された「中

国共産党党内監督条例（試行）」は，「集団討論

を経て決定すべき事項を，集団討論を経ず，ま

た他の成員の意見を求めず少数の人が決定する

ことは，緊急状況を除き，必ず主要責任者の責

任を追究しなければならない」ことを定めた 

［中共中央文献研究室 2008, 67］。

一方，集団的権力継承のルールについては，

党政高級幹部の任期制限に関する規定が一層具

体化され，公式化されたことがまず挙げられる。

2006 年 8 月，党中央弁公庁は，幹部の昇進に

関する 3 つの重要文件を発布している（注17）。な

かでも，「党政領導幹部の職務任期に関する暫

定規定」では，党と国家の指導幹部は「同一職

位の職務に 2 期（1 期は 5 年）以上，同一レベ

ルの職務に総計 15 年以上，在職することがで

きない」ことを明確化した ［中共中央弁公庁 

2006］。李成によれば，これは前述した 1982 年

憲法の任期規定が党幹部にも適用されることを

初めて公式化した文献である ［Li 2016, 83］。

なお，年齢制限については，江沢民時代に設

けられた「先例」が定着し，さらに強化される

ようになった。具体的には，2002 年の党大会

に際して中央組織部で定めた党中央委員任用の

ガイドラインに，既存委員の再選の場合は 63

歳，初選の場合は 61 歳を候補者年齢の上限と

する規定がなされたことが指摘されている

［Miller 2008; 寇 2013, 217; Li 2016, 89］。もっとも，
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任期制限のような公式規定の存在は知られてい

ないが，当該ルールはそれ以降の常務委員会に

貫徹されている。その上，第 18 期党大会にお

ける胡錦濤の「全退」，すなわち党総書記と軍

事委員会主席からの同時引退は，集団領導制の

対象外とされていた軍事委員会にも関連ルール

が及ぶようになったことを示す画期的な出来事

である。現代中国政治において年齢制限の適用

を受けない「聖域」はもはや存在しなくなった

のである。

このように，胡錦濤執政期を通して，集団領

導制は，各制度要素のさらなる細部化と，適用

範囲の拡大により，確実に安定と確立の経路を

たどっていた。江沢民期に生成された経路依存

性の作用が如実に表れていたのである。

ところが，こうした集団領導制の安定は，そ

れに内在するいくつかの構造的問題を浮き彫り

にした。最大の問題は，1980 年の鄧小平の表

現を借りれば，「議論だけして決定しない」常

務委員会への変質である。つまり，文化大革命

の原因でも帰結でもある党委員会書記への過度

な権力集中を防ぐために，集団領導制は必要だ

が，議論だけの会議政治に終わることも避けな

ければならない。しかし，その後の制度発展，

とくに 1990 年代以降の集団意思決定の制度化

はこうした会議政治の可能性を顕在化し，迅速

で大胆な政策決定（および政策転換）を阻害す

る場面が，とりわけ胡錦濤執政期の後半に目立

つようになった ［Shirk 2014, 407］。

こうした傾向と緊密な関係をもっているのが，

胡錦濤任期後半に表面化し始めた，中国政治に

おける「利益集団」の台頭である。もちろんこ

の現象は社会における利益分化の現状を基盤と

するものともいえるが，それが共産党内の政治

過程に急速に顕在化したのは，政策決定と実施

の両面における分業制度の定着と強化の流れと

無関係ではあるまい。そして，中央のエリート

レベルで問題（認識）の深刻さを示したのが，

政法系統すなわち法執行・強制機構を担当して

いた周永康に向けられた疑念であり，事態は後

ほど周本人の逮捕と政法系統の降格により一段

落したが，中央指導部に大きな衝撃を与えたこ

とは容易に想像できる（注18）。

要するに，胡錦濤執政期は，1980 年代以来

の集団領導制の制度的発展がひとつの頂点に達

し，安定と確立の様相を著しく示しつつも，そ

の結果として集団領導制の構造的問題が露呈さ

れ始めた時期であった。こうした集団領導制の

経路依存性の強化とそれに内在する問題が顕在

化する中で，習近平政権が発足する。

5 ．制度の進化（2012 年～現在）―集団

領導制の崩壊？―

最後に，習近平政権が誕生した 2012 年第 18

期党大会から現在までの時期である。動いてい

るターゲットの輪郭を掴み，かつその軌跡を測

ることはもちろん容易でない。その実態が不分

明である場合はなおさらである。しかし，これ

まで考察してきた集団領導制の歴史的発展のプ

ロセスに照らしてみれば，習近平執政下の集団

支配の現状について一定の評価を与えることは

可能であろう。

まず，常務委員会の制度的地位と活動に今の

ところ「異変」はみられない。活動の規則性で

は，会議の頻度において胡錦濤時代よりその回

数が一層増えていることが報告されている 

［Miller 2015, 7］。また，常務委員の職務分布に

おいても，上述した政法部門の脱落を除けば，
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常務委員会の権威喪失を示唆するような重大な

変化は生じていない。現在のところ，毛沢東時

代のように常務委員会が活動を停止したわけで

も，鄧小平時代のように最終意思決定権が別の

機構に実質的に移転されたわけでもないことは，

明らかである。

次に，集団的意思決定の現状はどうだろうか。

議事録が読めない限り，内部の意思決定過程の

具体的な様子は把握できない。だが，意思決定

のルールや総書記の地位等について既存のルー

ルに重大な修正が加えられた証拠は見当たらな

い。もっとも，常務委員会における総書記の位

相については，周知の通り，胡錦濤時代に消え

ていた「核心」の称号が復活している。加えて，

2016 年 10 月，36 年ぶりに改定，公布された

「新形勢下の党内政治生活に関する若干の準則」

では，1980 年の原文件（前述）の継承を説きつ

つも，重点は明らかに集団領導から「党中央」

の権威強化に移っており，集団決定のルール，

とりわけ書記と委員間の平等さを強調する原文

件の項目は姿を消している（注19）。

最後に，集団的権力継承については，幹部任

用の基準に関するルールのさらなる具体化が挙

げられる。例えば，2002 年の同名規定を改定

して 2014 年 1 月に公表された「党政領導幹部

の選抜任用工作条例」は，採用と昇進要件のさ

らなる明確化に加え，幹部任免に関する党委員

会の意思決定の手続きと成立条件についてより

一層細部化された規定をおいており，そこから

裁量人事抑制への意図を読み取ることは容易で

ある。具体的に，個人裁量が働きやすい「破格

選抜」の要件と手続きが大幅に厳格化されたこ

とは今回の改定のひとつの目玉である［中共中

央組織部 2014］。

そして実際，習近平政権下の党と軍上層部の

主要人事を観察すると，今のところ既存のルー

ル違反の事例は報告されていない。とりわけ軍

の人事に関していえば，人民解放軍指導部の若

年化への傾向は，習近平執権以来さらに拍車が

かかっている模様である ［Li 2016, 16］。もっと

も，実際に習近平と「個人的」に関係のある軍

幹部に昇進が集中していることがよく指摘され

るが，その点は，集団領導制の原理となんら矛

盾することではない。重要なのは昇進候補の要

件とプールが制度的にあらかじめ決められてい

ることであり，選抜対象のプールが決められて

いることは党の人事も同様である（注20）。

このように，本稿で提示した集団領導制の制

度要素とその間の関係に即していえば，習近平

政権下において集団領導制が突如として崩壊し，

結果として中国政治が新たな個人独裁へのサイ

クルを始めている，という評価を与えることは

難しい。とくに，過去 40 余年の集団領導制の

制度展開に対するこれまでの考察に鑑みれば，

中国のエリート政治の現状を毛沢東や鄧小平時

代の再来に喩える近年の多くの言説が，いかに

当時の歴史的状況への理解を欠いた非歴史的

（ahistorical）な議論であるかは明らかである。

もちろん，冒頭で紹介した習近平執権後の

「異変」，中でもとくに領導小組と委員会を冠し

た新たな政策調整機構の設置と，上述した習近

平の核心性の強調は，それぞれ個人分業と集団

決定のルールに対する実質的緩和策としてみな

すこともできよう。しかしこうした「異変」を

もたらした最大の原因は，すでに述べたように，

胡錦濤政権後期に現れた政策展開の深刻な行き

詰まりとそれに対する指導部内の懸念にあり，

それは集団領導制の崩壊というよりは，むしろ
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その内生的発展のひとつの帰結としてみるのが

妥当であろう。

Ⅲ　議論―権威主義体制，
制度，時間―

では最後に，本稿の考察は，中国における集

団支配の現状をより的確に評価することととも

に，広く権威主義体制における集団支配，ひい

てはそれにもとづいた政治秩序のあり方を考え

る上でどのようなインプリケーションをもちう

るのだろうか。具体的に，現代中国における集

団領導制の制度的発展の分析は，権威主義諸国

の政治制度に関する既存理論の改善にどのよう

な貢献ができるだろうか。第Ⅰ節で提示した命

題に関連付けて，次の 2 点を指摘しておきたい。

まず，集団支配の制度化の第 1 の要件として，

ルールの曖昧さの低減についてである。端的に

いうと，中国の集団領導制は，制度的曖昧性の

減少と制度の持続・強化の間に因果関係が存在

することを裏付ける重要な事例となる。しかし

同時に，現代中国の経験は，その背後にある因

果メカニズムの性質について，既存研究とは異

なる観察を提供する。つまり中国の事例は，

ルールの曖昧さや明確さはルールの公式性

（formality），すなわちそれがフォーマルな規定

になっているかどうかという点には直接には関

係しないことを明らかにしている。例えば，

1982 年の党規約は，常務委員の分担する職務

権限について具体的な規定をもっており（つま

り総書記，軍委主席，顧問委員会主席，中央紀律

検査委員会主席は常務委員がそれを担当すること

を規定），その意味で常務委員会の核心性を公

式化している。だが，その後の制度展開がそれ

とはおよそ反対の方向をたどっていたのはすで

に検討した通りである。要するに，ルールの曖

昧さを軽減させるのは，公式性の有無というよ

りは，慣行や規範を含む他の関連制度との補完

性の増大と，その結果としての行動的含意の明

確化であることを，中国の例は示している（注21）。

第 2 に，集団支配のもうひとつの制度基盤を

なしているルール遵守の誘引（構造）の生成に

ついてである。この点について，現代中国はと

りわけ興味深い観察を提供する。すでに述べた

ように，中国の公式の文件は，集団領導制の制

度的実質を集団決定と個人分業の融合とみてい

る。しかし，本稿の分析が示唆しているように，

内部の職務分担と意思決定がルール通りに機能

するには，常務委員会の権威と安定した権力継

承の保証が必要となる。とくに後者に関連して，

1980 年代初めの幹部制度の抜本的改革を起点

とする指導幹部養成の制度化は，集団支配の安

定を妨げる権力継承の問題について，現代中国

政治がたどり着いたひとつの解答である。こう

した，旧ソ連のエリート政治に対する V・ラザ

レフの表現を借りれば，エリート内部の昇進契

約（promotion contract）からくる制約と圧力に

こそ，独裁者のコミットメント問題を緩和し，

集団領導制の持続を支える中核的な制度基盤を

見出すことができる ［Lazarev 2005］。

こうしてみると，第Ⅰ節で取り上げた集団支

配の制度化に関する既存研究の理論的知見に何

が欠如しているかが明確になる。それは，制度

的曖昧性の緩和であれ，ルールに従わせる誘引

の生成であれ，それらの要因が実際に集団支配

の作用に有効性を獲得するには，一定の「時

間」が必要ということへの認識である。もちろ

んその時間とは，強い政治的意志を基盤とした
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制度創出の瞬間と，制度と行動の相互作用によ

る経路依存性の生成をその内容にしなければな

らない。要するに，現に中国における集団領導

制の存続を支えているもっとも根源的基盤とは，

本稿で考察を加えた改革開放以降 40 余年にわ

たる制度発展の歴史そのものなのである。

お わ り に

以上，改革開放期における集団領導制の制度

的展開を，その中核的な制度要素の変遷に焦点

を当て検討してみた。歴史叙述の濃密さを基準

にいえばあくまで概観に過ぎないものの，「な

ぜそのような軌跡をたどってきたのか」という

肝心の問いに，理論的・実証的観点から一定の

解答を提示しえたと考えられる。中国における

集団領導制が，ソ連共産党の経験を参考しつつ

も，特有のプロセスを経ながら着実に制度化さ

れてきたということは，本稿で展開した議論だ

けでも明らかであろう。すなわち，複数の制度

要素の束として，いくつかの重大な時点を経つ

つ，補完的かつ蓄積的に発展してきた集団領導

制が，習近平執政後に急に崩壊に向かっている

とは，論理的にはともかく，実証的にもそれを

主張することは難しい。

しかし，繰り返しになるが，集団支配の確立

と安定は，それを中核とする権威主義政治の安

定を自動的に保証するものではない。第Ⅰ節の

議論に話を戻せば，ローダーにとって，旧ソ連

の共産党政権の崩壊は，個人独裁への変質では

なく，集団支配の確立がもたらした改革の困難

に端を発していた。すなわち，集団支配の安定

と上層部における力の均衡により，体制の刷新

や政策の転換が遅延され，結果として社会の変

化にうまく適応できない状況が生じていたので

ある。こうした視点に立てば，最近の習近平へ

の権限集中は，集団領導制の枠内での出来事で

あると同時に，それに内在する改革停滞の危険

や体制の硬直性といった問題に対処するための

方策として，あるいは「演出」されているのか

もしれない。

（注１）こうした言説は，国内外，学界・言論
界を問わず，習近平体制に焦点を当てた研究・
著作に広範囲に観察することができる。学術研
究ではないが，典型となる著作として，峯村 

［2015］，Lam ［2015］。また，数少ない例外とし
て，菱田・鈴木 ［2016］，とくに第 6 章を参照。
（注２）個人独裁のサブタイプは，研究者によ

り異なるラベルで呼ばれている。典型的なもの
として，個人主義（personalist）［Geddes 1999］，

（ 新 ） 世 襲 主 義（neo-patrimonial）［Brownlee 
2002］， ス ル タ ン 主 義（sultanistic）［Chehabi 
and Linz 1998］などが挙げられよう。
（注３）一党制（one-party systems）におけ

る権力の個人化の傾向は，S・ハンチントンがい
ち早く指摘している。しかしその傾向は，「革命」
政権の成立「初期」に現れやすく，政権の革命
的性質が薄れていき，また政治システムの公式
化と制度化が進展するにつれ，低下していくも
のとされている［Huntington 1970, 7-11］。他方，
個人独裁を権威主義政治の普遍的あるいは循環
的傾向とみなす最近の論考として，Slater ［2003］
を参照。
（注４）背後に含蓄されているのは，「ルール

としての制度」と「均衡としての制度」の相違
である。後者の立場からすれば，人の行動を動
機づけるのは根本的には，ルールそのものでは
なく，他の人々の行動への予測なり期待である。
関連する近年の理論的論考として，North ［2005］，
Greif ［2006］，Greif and Kingston ［2011］，
Guala ［2016］を参照。
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（注５）「集団領導制」は通称の集団指導体制
と基本的な意味内容を異にしないが，ここでは
中国における独自な制度展開に焦点を当てると
いう意図で中国の用語をそのまま用いることに
する。
（注６）制度的補完性については，青木 ［2008

第 6 章］を参照。例えば，中国国内でかなりの
反響を呼んだ胡 ［2013］は，本稿同様，集団領
導制をいくつかの制度要素に分解し，それぞれ
の歴史的展開をたどっている。しかしそこでは，
各制度が独自の構造と成り立ちを有するものと
捉えられており，その間にどのような相互関係
があり，全体としての集団領導制の進化にどの
ような影響を与えているかについての分析を欠
いている。
（注７）「三中全会」の画期性についての批判

的考察については，『現代中国』第 83 号（2009
年 9 月）の特集「78 年画期説の再検討」の所収
論文を参照。
（注８）この時期の政治状況についての簡潔な

叙述として，高原・前田 ［2014］，とくに第 1 章
を参照。
（注９）具体的には，党委での意思決定におい

て「少数が多数に服従する原則」を厳格に遵守
すること，書記と委員の関係は上下関係でなく，
かつ書記は党委の中の平等な一員であること，
を確認している。［中共中央文献研究室 2008, 
125］。
（注10）当時の政治的状況は，スターリン死去

直後のソ連における集団指導体制の再構築と類
似している。［Mawdsley and White 2000］。
（注11）もちろん，1982 年党規約の該当項目に

は，「書記処は政治局とその常務委員会の領導下
で日常工作を行う」ことをも明記しているが，
その内実については，指導部内に顕著な見解の
違いが存在していた。例えば，葉剣英「在党的
十一届五中全会第一次会議上的講話」［中共中央
文献研究室 1982, 388-390］と「胡喬木同志就党
章修改問題答新華社記者問（1982 年 9 月 13 日）」

［中共中央党史研究室 2010, 171］を参照せよ。

（注12）権力継承の問題は，後継者の指名後は，
独裁者と後継者の間の不信を増大する結果をも
たらす。
（注13）なお，党委員会における集団討議と表

決の対象になる重要問題は，江沢民は「重要な
政策，重要な幹部の任免，重要なプロジェクト，
そして大額の資金の使用」（いわゆる「三重一
大」）としてさらに具体化されている［『人民日
報』1996 年 3 月 1 日］。
（注14）もちろんこれは鄧小平が並外れた独裁

者であったことを意味しない。後継者の養成を
通じて自らの好む政策路線を確立させようとす
る試みは，政策の内容こそ違え，文化大革命を
通して毛沢東が追求しつづけた目標であったか
らである。
（注15）こうした制度重視の姿勢はしかし，権

力の座についたばかりの新しい指導者に共通し
てみられる行動様式である。関連して想起され
るのは，上述した 1981 年の「党と国家領導制度
の改革」に示された鄧小平の制度への執着である。
（注16）ここでは踏み込んで議論しないが，軍

事委員会は独自の歴史的経緯にもとづいた特有
の意思決定の仕組みを有している。習近平執政
期になって改めて強調されている通り，軍事委
員会は「主席責任制」を採用しており，常務委
員会のそれと組織原理を異にしている。［総政治
部組織部 2002；寇 2011］。
（注17）3 つの文件とは，「党政領導幹部職務任

期に関する暫定規定」，「党政領導幹部交流工作
に関する規定」，「党政領導幹部任用回避に関す
る規定」である。
（注18）もちろんこの点で，最大の強制機構は

当然軍隊であるが，江沢民執政期に軍隊幹部の
常務委員会入りは払拭されたことの意味は極め
て大きい。
（注19）「関于新形勢下党内政治生活的若干準

則」（2016 年 10 月 28 日）。
（注20）中国共産党の後継幹部要請の制度化に

ついては，Tsai and Kou ［2015, 1-20］を参照。
（注21）関連した中国の初期的研究として周・
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谷・宋［2014］を参照。
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Abstract

Institutional Analysis of Collective Leadership in 
China: Authoritarian Politics, Institutions, and Time

Jaehwan Lim

Drawing on theoretical insights from the growing literature on comparative authoritarianism, 

this paper aims to explain the institutional evolution of the Chinese collective leadership system 

(Jituan lingdaozhi 集団領導制 ) and offer a fresh, alternative assessment of the current state of 

Chinese leadership politics. By doing so, this paper also seeks to shed a new light on the extant 

discussion regarding the conditions under which collective rule arises and endures in authoritarian 

politics.

Previous studies of collective leadership in China have mainly focused either on the 

preference and strategy of individual leaders or on structural shifts in the composition and 

attributes of the political elite. While attempting to synthesize the earlier explanations, this paper 

seeks to identify the institutional foundation of collective leadership in China and explore how it 

has evolved over time under the influence of both leaders’ strategic choices and the gradual yet 

broad transformation in the composition of the political elite.

In summary, this paper argues that the collective leadership system in China, bolstered both 

by the political will to avoid a personal dictatorship and constant institutional reforms in the cadre 

management system, has managed to endogenously generate a self-sustaining mechanism for its 

stable operation. Understanding the institutional development of the collective leadership system 

in China will provide a nuanced perspective into the role of institutions in shaping the political 

order of authoritarian regimes.


